
様式第４号（第17条、第18、第21条関係）

　（宛先）
滋賀県知事

提出者
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称および代表者の氏名）

ALSOK株式会社滋賀支社　支社長　山内　良介

第44条第３項において準用する同条例第25条第３項・
第46条第1項・ 第46条第2項において読み替えて準用
第45条第1項
第46条第2項において準用する同条例第45条第1項

　第44条第3項において読み替えて準用する同条例第25条第4項
　する同条例第44条第3項において読み替えて準用する同条例第25条第4項

の規定に基づき、

自動車管理計画 を 策定 （変更）
自動車管理報告書 を作成 しましたので、提出します。

　1　事業者に関する事項

　２　計画期間（および報告対象年度）

　３　計画（内容・実施状況）

注　用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とします。

県内事業所数 事業所7

自動車管理（計画・変更計画書・報告）書

令和 8年 2月 12日

　滋賀県ＣＯ２ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例

事業者の氏名
（法人にあっては、名称およ

び代表者の氏名）
ALSOK株式会社滋賀支社

事業者の住所
（法人にあっては、主たる事

務所の所在地）
滋賀県大津市本宮2-37-4ALSOK大津ビル

滋賀県大津市本宮2-37-4ALSOK大津ビル

県内自動車使用台数

自動車の使用に伴う
温室効果ガス排出量

t-ＣＯ２

台111

484349.5709

計画の
（内容・実施状況）

　別添のとおり

報告対象年度

開始年度 終了年度計画期間 年度2028年度2025

年度



標準様式第３号

　１　自動車の使用に伴う温室効果ガスの排出の量の削減を図るための基本的な方針

　２　取組の推進体制

（１）サステナビリティに係る企画および推進ならびに取りまとめに関すること。 
（２）ＣＳＲに係る企画および推進ならびに取りまとめに関すること
　　（あんしん教室を含む）。
（３）環境施策に係る企画および推進に関すること。
（４）内部統制システムに関すること。
（５）ＩＳＯ認証の取得、維持および更新に関すること。
（６）関係会社等のＩＳＯの指導および認証取得の支援に関すること。
（７）ＩＳＯに係る調査研究に関すること。
（８）情報資産管理に関すること。　
（９）個人情報保護に関すること。　
（10）プライバシーマークの維持および更新に関すること。
（11）情報資産管理に係る社外対応に関すること。
（12）公益財団法人ＡＬＳＯＫありがとう運動財団の庶務に関すること。

　　備考　　組織図を記載し、役割分担および責任者の役職を記入してください。

（第１面）

ALSOKグループではこれまでの国際的な動向、現状の排出量や削減余地など様々な要素に踏まえ、
政府目標に準拠した「ＣＯ２排出量で２０３０年度ぶ２０１３年度比46％削減」、「2050年までにカー
ボンニュートラル達成」を設定しています。

CO2削減に向けた取り組み

・車両関係
【ハード面】
電気自動車、PHV/PHEV自動車、燃料電池自動車、HV自動車（ディーゼルHV含む）、クリーン
ディーゼル車への買い替え

【ソフト面】
エコドライブ（急発進、急ブレーキの回避、高速道路では定速走行の実施）。
道路情報等を駆使した渋滞区間の回避

栗東営業所

滋賀支社

課長代理２

担当役員

総務部長

サステナビリティ推進室長

サステナビリティ推進課　課長

彦根支店 彦根支店彦根支店

長浜営業所

近江八幡営業所



　３　自動車の使用に伴う温室効果ガスの排出の削減に関する取組の内容

備考　　現状や目標については、内容に応じ文章で表現しても構いません。

（第２面）

項目 取組の内容

目標達成確認指標

実施結果

現状 目標
CO2排出量

削減目標(%)

R7年度は、輸送の合理
化により年間走行距離
を車両1台当たり
200km削減。

より温室効果
ガス排出量が
少ない自動車

の導入

電気自動車、燃料電
池車の導入

導入台数 4台 10台

4%

Ｒ7年度の実績は、4台
となっており、引き続
き、目標の達成に向け
て取組を進める。

ハイブリット車、天
然ガス車の導入

導入台数

自動車使用の
合理化

自動車ごとの走行
距離、燃料消費量の
データを一元管理
し、自動車利用の効
率化の取組を推進

一台当たり
の年間走
行距離

1.5万km 1.3万km 4%

1台 3台

Ｒ7年度の実績は、1台
であり、引き続き、目標
の達成に向けて取組を
進める。

次世代自動車
等の比率を増

やす取組

老朽車両の更新お
よび台数の削減

2030年
度の保有

率
5% 15%

老朽車両の計画的な更
新と台数の見直しを進
めていく。

従業員に対す
る自動車使用
に伴う温室効
果ガス排出削
減に関する教
育

従業員に対して年1
回のエコドライブ研
修を実施する。

研修の実施 年1回
各従業員
の運転状
況の分析

その他の取組

各営業所、支店の駐
車場において、従業
員、来客者向けにア
イドリング・ストップ
の呼びかけを実施
する。

従業員へ
の徹底

実施 継続実施

合計

研修の実施などにより、
車両の運行にかかる自
動車の平均燃費は
11.5km/Lとなりまし
た。上記により

燃費の向
上を図る。

10km/L 15km/L

4%

令和７年度以降継続し
て実施


